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(57)【要約】
【課題】被写体像の倍率を簡易な入力操作により迅速且
つ正確に望まれる倍率に調整する。
【解決手段】デジタルカメラ１０は変倍レンズ群１１ｚ
、ＣＰＵ１４、タッチパネルモニタ１５、および光学系
駆動機構１７を有する。撮影待機状態においてタッチパ
ネルモニタ１５にリアルタイム動画像を表示する。タッ
チパネルモニタ１５はタッチパネルモニタ１５への接触
の有無および接触位置を検出する。タッチパネルモニタ
１５が接触を検出するとＣＰＵ１４は接触が継続したま
ま接触位置が変位するか否かを判別する。接触位置が変
位した場合にＣＰＵ１４は変位軌跡の大きさを検出する
。光学系駆動機構１７は変位軌跡の大きさに応じて定め
られた位置に変倍レンズ群１１ｚを変位させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力面を有し、前記入力面上の任意の位置への接触の有無および接触された位置である
接触位置を検出するタッチパネルと、
　前記入力面への接触が維持されたまま前記接触位置が変位する場合に、前記接触位置の
変位の軌跡である変位軌跡を検出する軌跡検出部と、
　前記軌跡検出部により検出された前記変位軌跡に応じて、撮影光学系の倍率を調整する
光学ズーム調整部とを備える
　ことを特徴とするズーム調整システム。
【請求項２】
　前記光学ズーム調整部は前記変位軌跡の大きさに応じて前記撮影光学系の倍率を調整す
ることを特徴とする請求項１に記載のズーム調整システム。
【請求項３】
　前記光学ズーム調整部は、前記入力面における第１の方向に沿った座標軸における前記
変位軌跡の最大値と最小値とに基づいて前記変位軌跡の大きさを判別することを特徴とす
る請求項２に記載のズーム調整システム。
【請求項４】
　前記光学ズーム調整部は、前記第１の方向に沿った座標軸における前記変位軌跡の最大
値と最小値とに挟まれる幅を前記入力面の前記第１の方向に沿った幅に近づくように、前
記撮影光学系の倍率を増加させることを特徴とする請求項３に記載のズーム調整システム
。
【請求項５】
　前記光学ズーム調整部は、前記変位軌跡の大きさが大きくなる程、前記撮影光学系の倍
率を減少させることを特徴とする請求項２または請求項３に記載のズーム調整システム。
【請求項６】
　前記光学ズーム調整部は、前記変位軌跡の大きさが前記入力面内における所定の大きさ
を超える場合に、前記撮影光学系の倍率を減少させることを特徴とする請求項２～請求項
５のいずれか１項に記載のズーム調整システム。
【請求項７】
　前記光学ズーム調整部は、前記入力面内における前記変位軌跡が通過する領域に応じて
前記撮影光学系の倍率を調整することを特徴とする請求項１に記載のズーム調整システム
。
【請求項８】
　前記入力面には、第１の領域および前記第１の領域を内部に含む第２の領域が定められ
、
　前記光学ズーム調整部は、前記変位軌跡が前記第２の領域のみを通過する場合に前記撮
影光学系の倍率を増加させ、前記変位軌跡の通過する領域が前記第１の領域のみである場
合には前記第１の領域外の前記第２の領域を通過する場合に比べて大きくなるように倍率
を増加させる
　ことを特徴とする請求項７に記載のズーム調整システム。
【請求項９】
　前記入力面には、前記第２の領域を内部に含む第３の領域が定められ、
　前記光学ズーム調整部は、前記変位軌跡が通過する領域に前記第３の領域が含まれる場
合に、前記撮影光学系の倍率を減少させる
　ことを特徴とする請求項８に記載のズーム調整システム。
【請求項１０】
　前記撮影光学系が調整可能な最大倍率に調整される場合には、前記撮影光学系を通過し
て到達する撮像素子に撮影される画像の一部を抽出して、拡大するデジタルズームの倍率
を増加させるデジタルズーム調整部を備えることを特徴とする請求項１～請求項９のいず
れか1項に記載のズーム調整システム。
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【請求項１１】
　前記デジタルズーム調整部により前記デジタルズームを実行開始するときに、前記入力
面に任意の画像を表示可能な前記タッチパネルモニタである前記タッチパネルにデジタル
ズームを開始することを表示する画像制御部を備えることを特徴とする請求項１０に記載
のズーム調整システム。
【請求項１２】
　前記タッチパネルは、前記入力面に撮影可能な現在の光景であるリアルタイム画像を表
示するタッチパネルモニタであることを特徴とする請求項１～請求項１１に記載のズーム
調整システム。
【請求項１３】
　倍率を調整可能な撮影光学系と、
　入力面を有し、前記入力面上の任意の位置への接触の有無および接触された位置である
接触位置を検出するタッチパネルと、
　前記入力面への接触が維持されたまま前記接触位置が変位する場合に、前記接触位置の
変位の軌跡である変位軌跡を検出する軌跡検出部と、
　前記軌跡検出部により検出された前記変位軌跡に応じて、前記撮影光学系の倍率を調整
する光学ズーム調整機構とを備える
　ことを特徴とするカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、簡易な入力操作でカメラの撮影光学系の倍率を調整するズーム調整システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のカメラでは、撮影光学系の焦点距離を調整することにより撮影する被写体像の倍
率を調整することが可能である。近年のコンパクトカメラにはズーム調整ボタンが設けら
れ、ズーム調整ボタンを押下することにより倍率の調整が可能である。また、ズーム調整
ボタンを押下し続けることにより、倍率の増加または減少への調整が継続される。
【０００３】
　しかし、ズーム調整ボタンの押下停止が遅れると、調整された倍率が使用者の希望する
倍率を超えることがある。このような場合、逆方向の倍率調整が必要であり、迅速に被写
体像の倍率を調整することが困難だった。
【０００４】
　また、近年では、デジタルカメラにタッチパネルモニタを設けることが提案されている
。また、タッチパネルモニタへの入力パターンに応じて様々な機能を実行することが提案
されており（特許文献１参照）、簡易な方法で操作コマンドを入力することが可能である
。
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載された発明を用いても、使用者の希望する倍率に迅速に且つ
正確に調整することは、困難であった。
【特許文献１】特開２００３－３３８９７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明では、簡易な入力操作により、迅速且つ正確に使用者の望む倍率に
調整するズーム調整システムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のズーム調整システムは、入力面を有し入力面上の任意の位置への接触の有無お
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よび接触された位置である接触位置を検出するタッチパネルと、入力面への接触が維持さ
れたまま接触位置が変位する場合に接触位置の変位の軌跡である変位軌跡を検出する軌跡
検出部と、軌跡検出部により検出された変位軌跡に応じて撮影光学系の倍率を調整する光
学ズーム調整部とを備えることを特徴としている。
【０００８】
　さらに、光学ズーム調整部は変位軌跡の大きさに応じて撮影光学系の倍率を調整するこ
とが好ましい。
【０００９】
　また、光学ズーム調整部は入力面における第１の方向に沿った座標軸における変位軌跡
の最大値と最小値とに基づいて変位軌跡の大きさを判別することが好ましい。
【００１０】
　また、光学ズーム調整部は第１の方向に沿った座標軸における変位軌跡の最大値と最小
値とに挟まれる幅を入力面の第１の方向に沿った幅に近づけるように撮影光学系の倍率を
増加させることが好ましい。
【００１１】
　また、光学ズーム調整部は変位軌跡の大きさが大きくなる程撮影光学系の倍率を減少さ
せることが好ましい。
【００１２】
　また、光学ズーム調整部は変位軌跡の大きさが入力面内における所定の大きさを超える
場合に撮影光学系の倍率を減少させることが好ましい。
【００１３】
　また、光学ズーム調整部は入力面内における変位軌跡が通過する領域に応じて撮影光学
系の倍率を調整することが好ましい。
【００１４】
　また、入力面には第１の領域および第１の領域を内部に含む第２の領域が定められ、光
学ズーム調整部は変位軌跡が第２の領域のみを通過する場合に撮影光学系の倍率を増加さ
せ変位軌跡の通過する領域が第１の領域のみである場合には第１の領域外の第２の領域を
通過する場合に比べて大きくなるように倍率を増加させることが好ましい。
【００１５】
　また、入力面には第２の領域を内部に含む第３の領域が定められ、光学ズーム調整部は
変位軌跡が通過する領域に第３の領域が含まれる場合に撮影光学系の倍率を減少させるこ
とが好ましい。
【００１６】
　また、撮影光学系が調整可能な最大倍率に調整される場合には撮影光学系を通過して到
達する撮像素子に撮影される画像の一部を抽出して拡大するデジタルズームの倍率を増加
させるデジタルズーム調整部を備えることが好ましい。
【００１７】
　また、デジタルズーム調整部によりデジタルズームを実行開始するときに、入力面に任
意の画像を表示可能なタッチパネルモニタであるタッチパネルにデジタルズームを開始す
ることを表示する画像制御部を備えることが好ましい。
【００１８】
　また、タッチパネルは入力面に撮影可能な現在の光景であるリアルタイム画像を表示す
るタッチパネルモニタであることが好ましい。
【００１９】
　本発明のカメラは、倍率を調整可能な撮影光学系と、入力面を有し入力面上の任意の位
置への接触の有無および接触された位置である接触位置を検出するタッチパネルと、入力
面への接触が維持されたまま接触位置が変位する場合に接触位置の変位の軌跡である変位
軌跡を検出する軌跡検出部と、記軌跡検出部により検出された変位軌跡に応じて撮影光学
系の倍率を調整する光学ズーム調整機構とを備えることを特徴としている。
【発明の効果】
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【００２０】
　本発明によれば、タッチパネルの接触位置を変位すると変位軌跡に応じて定められた倍
率になるように撮影光学系を調整することが可能である。したがって、簡易な入力操作に
より、迅速且つ正確な倍率調整が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の一実施形態を適用したズーム調整システムを有するデジタルカメラの
内部構成を概略的に示すブロック図である。
【００２３】
　デジタルカメラ１０は、撮影光学系１１、撮像素子１２、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓ
ｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１３、ＣＰＵ１４（軌跡検出部、デジタルズーム調整
部、画像制御部）、タッチパネルモニタ１５、光学系駆動回路１６、光学系駆動機構１７
（光学ズーム調整部）などによって構成される。
【００２４】
　撮影光学系１１は、変倍レンズ群１１ｚを含む複数のレンズにより構成される。変倍レ
ンズ群１１ｚを撮影光学系１１の光軸方向に沿って変位させることにより、撮影光学系１
１の焦点距離が調整され、撮像素子１２の受光面に到達する被写体像の倍率が調整される
。なお、本実施形態では、第１～第４の位置のいずれかに変倍レンズ群１１ｚを変位させ
ることが可能である。
【００２５】
　変倍レンズ群１１ｚは、光学系駆動機構１７によって支持される。また、光学系駆動機
構１７はモータ（図示せず）を有しており、モータによって変倍レンズ群１１ｚは第１～
第４の位置のいずれかに変位させられる。
【００２６】
　なお、変倍レンズ群１１ｚの変位範囲の中で、撮影光学系１１の焦点距離を最小にする
位置が第１の位置に定められる。一方、撮影光学系１１の焦点距離を最大にする位置が第
４の位置に定められる。また、第１の位置から第４の位置までの間に、第２、第３の位置
が順番に定められる。したがって、変倍レンズ群１１ｚの位置が第１の位置に近づけられ
るほど被写体像の倍率は低く、変倍レンズ群１１ｚの位置が第４の位置に近づけられるほ
ど被写体像の倍率は高くなる。
【００２７】
　光学系駆動機構１７は光学系駆動回路１６に接続される。光学系駆動回路１６によって
光学系駆動機構１７のモータは駆動される。光学系駆動回路１６はＣＰＵ１４に接続され
る。変倍レンズ群１１ｚの変位はＣＰＵ１４により制御される。
【００２８】
　撮影光学系１１は、撮像素子１２に光学的に接続される。撮影光学系１１を透過する被
写体の光学像が撮像素子１２の受光面に到達する。撮像素子１２は、例えばＣＣＤである
。撮像素子１２は、受光面において被写体の光学像を受光することにより、光学像に相当
する画像信号を生成する。
【００２９】
　なお、撮影待機中には、タッチパネルモニタ１５にリアルタイムの動画像を表示するた
めに、動画像撮像用の駆動方法により１／３０秒毎に１フレームの動画用画像信号が生成
される。一方、撮影待機中にレリーズ動作を実行するコマンドが入力されたときには、静
止画像撮影用の駆動方法により１フレームの静止画用画像信号が生成される。
【００３０】
　撮像素子１２は、ＤＳＰ１３に接続される。生成したいずれの画像信号も、ＤＳＰ１３
に送信される。ＤＳＰ１３では、受信した画像信号に対して所定の信号処理が施される。
ＤＳＰ１３は、ＣＰＵ１４に接続される。所定の信号処理を施した画像信号は、ＣＰＵ１
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４に送信される。
【００３１】
　動画用画像信号を受信するときには、ＣＰＵ１４からタッチパネルモニタ１５のみに動
画用画像信号が送信される。また、静止画用画像信号を受信するときには、ＣＰＵ１４か
らタッチパネルモニタ１５および画像メモリ１８に静止画用画像信号が送信される。
【００３２】
　タッチパネルモニタ１５は、ディスプレイ（図１において図示せず）と検出部（図示せ
ず）とによって構成される。ＣＰＵ１４から送信される画像信号はディスプレイに受信さ
れる。ディスプレイには、受信した画像信号に相当する画像が表示される。
【００３３】
　なお、前述のように、動画用画像信号は１／３０秒毎に生成され、タッチパネルモニタ
１５に送信される。したがって、１／３０秒毎に表示させる画像を切替えることにより、
撮影待機状態においてリアルタイムの被写体の動画像がタッチパネルモニタ１５に表示さ
れる。
【００３４】
　なお、使用者やタッチペンなどによるディスプレイの表面（入力面）への接触の有無お
よび接触位置が検出部によって検出される。タッチパネルモニタ１５のディスプレイに表
示される画像とディスプレイへの接触位置などとに対応するコマンドが、予め定められる
。後述するように、タッチパネルモニタ１５はデジタルカメラ１０のコマンド入力手段と
しても用いられる。
【００３５】
　画像メモリ１８には、受信した静止画用画像信号が格納される。なお、デジタルカメラ
１０は再生モードを有しており、再生モードに設定されているときに、格納された静止画
用画像信号がＣＰＵ１４を介してタッチパネルモニタ１５に送信され、静止画像がタッチ
パネルモニタ１５に表示される。
【００３６】
　ＣＰＵ１４は、電源ボタン（図示せず）、レリーズボタン（図示せず）などを有する入
力部１９に接続される。入力部１９へのコマンド入力に基づいて、ＣＰＵ１４はデジタル
カメラ１０の各部位を制御する。
【００３７】
　前述のように、タッチパネルモニタ１５もデジタルカメラ１０へのコマンド入力機器に
用いられる。ディスプレイへの接触とともに接触位置が検出されると、表示している画像
および接触位置などがＣＰＵ１４に通知される。ＣＰＵ１４により、表示している画像お
よび接触位置などに対応付けられたコマンドが入力されたと判別される。ＣＰＵ１４は入
力されたと判別したコマンドに基づいて、デジタルカメラ１０の各部位を制御する。
【００３８】
　次に、デジタルカメラ１０の撮影待機中におけるズーム調整について説明する。前述の
ように、撮影待機中にはタッチパネルモニタ１５にリアルタイムの動画像が表示される。
撮影待機中にディスプレイの表面上に軌跡が描かれる、すなわち接触状態が維持されたま
ま接触位置が変位するときに、ズーム調整が実行される。
【００３９】
　指やタッチペンなどを用いたディスプレイへの接触位置が円を描くようにディスプレイ
表面上を変位すると、描く円の大きさに応じて変倍レンズ群１１ｚの位置が変位される。
描く円が小さくなるほど、倍率が大きくなるように変倍レンズ群１１ｚが変位される。
【００４０】
　なお、円の大きさはどのような方法によって検知されてもよい。本実施形態では、接触
位置の変位により通過する軌跡である変位軌跡の上下の幅、すなわちディスプレイの縦方
向座標の最大値と最小値との差が円の大きさとして検出される。
【００４１】
　例えば、図２に示すように、変倍レンズ群１１ｚが第２の位置にある場合にディスプレ
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イ１５ｄに表示される画像に対して変位軌跡が第１の大きさの円Ｃ１である場合に、変倍
レンズ群１１ｚは第３の位置に変位させられる。また、表示される画像に対して変位軌跡
が第１の大きさより小さな第２の大きさの円Ｃ２である場合に、変倍レンズ群１１ｚは第
４の位置に変位させられる。また、変位軌跡がディスプレイの枠に近い部位を通過する場
合には、変倍レンズ群１１ｚは第１の位置に変位させられる。
【００４２】
　変倍レンズ群１１ｚが第３の位置に変位させられることにより撮像素子１２に到達する
被写体像は拡大される。なお、光学ズームが実行されるので、元の被写体像の中心部が拡
大される。また、変位軌跡が描いた円に表示される画像がディスプレイ１５ｄ全範囲に表
示されるようにリアルタイム画像が拡大される（図３参照）。
【００４３】
　また、変倍レンズ群１１ｚが第４の位置に変位させられることにより、第３の位置に変
位させられたときよりさらに高い倍率に拡大されたリアルタイム画像がディスプレイ１５
ｄに表示される（図４参照）。一方、変倍レンズ群１１ｚが第１の位置に変位させられる
ことにより、リアルタイム画像は縮小されて表示される（図５参照）。
【００４４】
　なお、デジタルズームを使うことにより、変倍レンズ群１１ｚによる第４の位置に変位
させたときよりも拡大させたリアルタイム画像をディスプレイに表示可能である。すなわ
ち、動画用画像信号の一部を抽出して拡大する信号処理を施すことにより、リアルタイム
画像を拡大可能である。
【００４５】
　例えば、変倍レンズ群１１ｚが第２の位置にある場合にディスプレイに表示される画像
に対して第２の大きさの円よりさらに小さな第３の大きさの円を描くように指などを摺り
動かすと、変倍レンズ群１１ｚが第４の位置に変位させられ、さらにデジタルズームが実
行される。
【００４６】
　なお、デジタルズームを機能させる場合には、デジタルズームを実行する旨を伝えるメ
ッセージがリアルタイム画像の上に重畳されて、表示される。デジタルズームを用いると
表示されるリアルタイム動画像や撮影される静止画像の解像度が低下するので、使用者に
注意を促すためである。
【００４７】
　次に、ＣＰＵ１４によって行われるズーム調整制御を、図６～図１０のフローチャート
を用いて説明する。ズーム調整制御は、撮影待機状態においてディスプレイ表面上に軌跡
が描かれる、すなわち接触状態が継続されたまま接触位置が変位するときに実行される。
【００４８】
　図６に示すように、ステップＳ１００において、変位軌跡の大きさを検出する。前述の
ように、変位軌跡を構成する各点の中で、ディスプレイの縦方向座標の最大値から最小値
を減じることにより変位軌跡の大きさｘを算出する。変位軌跡の大きさｘを算出すると、
ステップＳ１０１に進む。
【００４９】
　ステップＳ１０１～ステップＳ１０３において、変倍レンズ群１１ｚの現在位置を判別
する。変倍レンズ群１１ｚの現在位置が第１の位置であるときには、ステップＳ２００に
進み、第１の位置のズーム調整を実行する。変倍レンズ群１１ｚの現在位置が第２の位置
であるときには、ステップＳ３００に進み、第２の位置のズーム調整を実行する。変倍レ
ンズ群１１ｚの現在位置が第３の位置であるときには、ステップＳ４００に進み、第３の
位置のズーム調整を実行する。変倍レンズ群１１ｚの現在位置が第１～第３のいずれでも
なく、第４の位置であるときには、ステップＳ５００に進み、第４の位置のズーム調整を
実行する。
【００５０】
　第１～第４の位置のズーム調整（Ｓ２００～Ｓ４００）のいずれかを実行後、ズーム調



(8) JP 2010-141729 A 2010.6.24

10

20

30

40

50

整制御は終了する。
【００５１】
　次に、第１の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ２００）について説明する。図７に
示すように、ステップＳ２０１において、変位軌跡の大きさｘが第１の長さｈ１を超える
か否かを判別する。第１の長さｈ１を超えるときには、ステップＳ２０２に進む。第１の
長さｈ１以下であるときには、ステップＳ２０３に進む。
【００５２】
　ステップＳ２０２では、現在の撮影光学系１１が調整可能な最小倍率に調整されており
縮小できないことを通知するメッセージ、例えば、“縮小不可”をディスプレイのリアル
タイム動画上に重畳する。メッセージの表示後、第１の位置のズーム調整のサブルーチン
（Ｓ２００）を終了する。
【００５３】
　ステップＳ２０３では、変位軌跡の大きさｘが第２の長さｈ２（＜第１の長さｈ１）を
超えるか否かを判別する。第２の長さｈ２を超えるときには、ステップＳ２０４に進む。
第２の長さｈ２以下であるときには、ステップＳ２０５に進む。
【００５４】
　ステップＳ２０４では、変倍レンズ群１１ｚを第２の位置に変位させる。変倍レンズ群
１１ｚの変位後、第１の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ２００）を終了する。
【００５５】
　ステップＳ２０５では、変位軌跡の大きさｘが第３の長さｈ３（＜第２の長さｈ２）を
超えるか否かを判別する。第３の長さｈ３を超えるときには、ステップＳ２０６に進む。
第３の長さｈ３以下であるときには、ステップＳ２０７に進む。
【００５６】
　ステップＳ２０６では、変倍レンズ群１１ｚを第３の位置に変位させる。変倍レンズ群
１１ｚの変位後、第１の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ２００）を終了する。
【００５７】
　ステップＳ２０７では、変倍レンズ群１１ｚを第４の位置に変位させる。変倍レンズ群
１１ｚの変位後ステップＳ２０８に進み、変位軌跡の大きさｘが第４の長さｈ４（＜第３
の長さｈ３）を超えるか否かを判別する。
【００５８】
　変位軌跡の大きさｘが第４の長さｈ４を超える場合には、第１の位置のズーム調整のサ
ブルーチン（Ｓ２００）を終了する。
【００５９】
　一方、第４の長さｈ４以下である場合には、ステップＳ２０９に進む。ステップＳ２０
９では、デジタルズームの実行を通知するメッセージをリアルタイム画像上に重畳して表
示する。メッセージの表示後ステップＳ２１０において、デジタルズームを実行する。デ
ジタルズームの実行後、第１の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ２００）を終了する
。
【００６０】
　次に、第２の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ３００）について説明する。図８に
示すように、ステップＳ３０１において、変位軌跡の大きさｘが第１の長さｈ１を超える
か否かを判別する。第１の長さｈ１を超えるときには、ステップＳ３０２に進む。第１の
長さｈ１以下であるときには、ステップＳ３０３に進む。
【００６１】
　ステップＳ３０２では、変倍レンズ群１１ｚを第１の位置に変位させる。変倍レンズ群
１１ｚの変位後、第２の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ３００）を終了する。
【００６２】
　ステップＳ３０３では、変位軌跡の大きさｘが第２の長さｈ２を超えるか否かを判別す
る。第２の長さｈ２を超えるときには、ステップＳ３０４に進む。第２の長さｈ２以下で
あるときには、ステップＳ３０５に進む。
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【００６３】
　ステップＳ３０４では、変倍レンズ群１１ｚを第３の位置に変位させる。変倍レンズ群
１１ｚの変位後、第２の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ３００）を終了する。
【００６４】
　ステップＳ３０５では、変倍レンズ群１１ｚを第４の位置に変位させる。変倍レンズ群
１１ｚの変位後ステップＳ３０６に進み、変位軌跡の大きさｘが第３の長さｈ３を超える
か否かを判別する。
【００６５】
　変位軌跡の大きさｘが第３の長さｈ３を超える場合には、第２の位置のズーム調整のサ
ブルーチン（Ｓ３００）を終了する。
【００６６】
　一方、第３の長さｈ３以下である場合には、ステップＳ３０７に進む。ステップＳ３０
７では、デジタルズームの実行を通知するメッセージをリアルタイム画像上に重畳して表
示する。メッセージの表示後ステップＳ３０８において、デジタルズームを実行する。デ
ジタルズームの実行後、第２の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ３００）を終了する
。
【００６７】
　次に、第３の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ４００）について説明する。図９に
示すように、ステップＳ４０１において、変位軌跡の大きさｘが第１の長さｈ１を超える
か否かを判別する。第１の長さｈ１を超えるときには、ステップＳ４０２に進む。第１の
長さｈ１以下であるときには、ステップＳ４０３に進む。
【００６８】
　ステップＳ４０２では、変倍レンズ群１１ｚを第２の位置に変位させる。変倍レンズ群
１１ｚの変位後、第３の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ４００）を終了する。
【００６９】
　ステップＳ４０３では、変倍レンズ群１１ｚを第４の位置に変位させる。変倍レンズ群
１１ｚの変位後ステップＳ４０４に進み、変位軌跡の大きさｘが第２の長さｈ２を超える
か否かを判別する。
【００７０】
　変位軌跡の大きさｘが第２の長さｈ２を超える場合には、第３の位置のズーム調整のサ
ブルーチン（Ｓ４００）を終了する。
【００７１】
　一方、第２の長さｈ２以下である場合には、ステップＳ４０５に進む。ステップＳ４０
５では、デジタルズームの実行を通知するメッセージをリアルタイム画像上に重畳して表
示する。メッセージの表示後ステップＳ４０６において、デジタルズームを実行する。デ
ジタルズームの実行後、第３の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ４００）を終了する
。
【００７２】
　次に、第４の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ５００）について説明する。図１０
に示すように、ステップＳ５０１において、変位軌跡の大きさｘが第１の長さｈ１を超え
るか否かを判別する。第１の長さｈ１を超えるときには、ステップＳ５０２に進む。第１
の長さｈ１以下であるときには、ステップＳ５０３に進む。
【００７３】
　ステップＳ５０２では、変倍レンズ群１１ｚを第３の位置に変位させる。変倍レンズ群
１１ｚの変位後、第４の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ５００）を終了する。
【００７４】
　ステップＳ５０３では、デジタルズームの実行を通知するメッセージをリアルタイム画
像上に重畳して表示する。メッセージの表示後ステップＳ５０４において、デジタルズー
ムを実行する。デジタルズームの実行後、第４の位置のズーム調整のサブルーチン（Ｓ５
００）を終了する。
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【００７５】
　以上のような構成である本実施形態のズーム調整システムによれば、タッチパネルモニ
タ１５のディスプレイ１５ｄ入力面上に描かれる軌跡の大きさに応じて定められた位置に
変倍レンズ群１１ｚを変位させることが可能である。
【００７６】
　このような入力方法によれば、変倍レンズ群１１ｚを変位させる光学ズーム調整を迅速
且つ正確に実行することが可能である。特に、本実施形態ではリアルタイム画像全体の中
の変位軌跡内に表示される一部の光学像がディスプレイ全体に拡大されるように光学ズー
ム調整が実行されるので、使用者が望む倍率への調整が容易となる。
【００７７】
　また、本実施形態のズーム調整システムによれば、倍率が最大となるように光学ズーム
を調整した後には、デジタルズームが実行される。したがって、さらなる望遠撮影が望ま
れる場合にも、容易に使用者の望む倍率に調整することが可能である。
【００７８】
　なお、本実施形態において、変位軌跡の上下の幅を円の大きさとして検出する構成であ
るが、他の方法により円の大きさを検出してもよい。例えば、変位軌跡が通過する軌跡に
応じて円の大きさを検出する構成でもよい。
【００７９】
　軌跡に応じて円の大きさを検出する構成について簡単に説明する。図１１に示すように
、ディスプレイ１５ｄの中心を中心とする第１の円形領域ＣＡ１と第１の円形領域ＣＡ１
を内包する第２の円形領域ＣＡ２とが定められる。
【００８０】
　変位軌跡が第２の円形領域ＣＡ２のみを通過するときに、被写体像の倍率を増加させる
ように変倍レンズ群１１ｚの位置が変位される。さらに、変軌軌跡として描かれた円の大
きさは第１の範囲または第１の範囲より大きな範囲である第２の範囲であるかが判別され
る。判別された円の大きさに基づく倍率で被写体像が拡大される。
【００８１】
　変位軌跡が第１の円形領域ＣＡ１外であって第２の円形領域ＣＡ２のみを通過するとき
には描かれた円の大きさが第１の範囲に属すると判別して、所定の倍率で被写体像を拡大
させるように変倍レンズ群１１ｚの位置が変位される。また、変位軌跡が第１の円形領域
ＣＡ１のみを通過するときには描かれた円の大きさが第２の範囲に属すると判別して、所
定の倍率より大きな倍率で被写体像を拡大させるように変倍レンズ群１１ｚの位置が変位
される。このような構成によっても、円の大きさを検出可能である。
【００８２】
　また、本実施形態において、変位軌跡の上下の幅を円の大きさとして検出する構成であ
るが、任意の方向における幅を円の大きさとして検出してもよい。または、複数の方向に
おける幅を検出し、その中の最大値、最小値、または平均値などを円の大きさとして検出
する構成であってもよい。
【００８３】
　また、本実施形態において、ディスプレイへ１５ｄの接触位置の変位軌跡が円形である
ときに変倍レンズ群１１ｚの位置が変位される構成であるが、円形に限定されない。変位
軌跡が四角形でも三角形でもよく、閉じられていなくてもよい。さらには、ただの直線で
あってもよい。変移軌跡の大きさに応じてズーム調整することにより、本実施形態と同様
の効果が得られる。
【００８４】
　また、本実施形態において、変位軌跡が描く円が小さくなるほど倍率が高くなるように
変倍レンズ群１１ｚの位置を調整する構成であるが、大きさに応じて変位させる構成であ
ればよい。
【００８５】
　また、本実施形態では、変位軌跡の描く円の大きさがディスプレイの幅に近づくように
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倍率を調整し、描かれる円の内部に表示される画像がディスプレイ１５ｄ全面に拡大させ
る構成であるが、このような倍率調整を行わなくてもよい。このような倍率調整を行わな
くても、簡易な入力方法で迅速に正確に倍率調整を行うことは可能である。
【００８６】
　また、本実施形態では、変倍レンズ群１１ｚは第１～第４の位置のいずれかに変位可能
な構成であるが、複数の位置のいずれかに変位可能な構成であって被写体の倍率を変えら
れればよい。
【００８７】
　また、本実施形態では、変位軌跡の描く円の大きさが所定の大きさを超えるときに、倍
率を減少させるように変倍レンズ群１１ｚを変位させる構成であるが、倍率の減少は行わ
れなくてもよい。
【００８８】
　また、本実施形態では、変位軌跡がディスプレイの枠に近い部位を通過する場合に、変
倍レンズ群１１ｚの位置を変位させて被写体像の倍率を縮小させる構成であるが、拡大さ
せるための入力方法とは異なる入力方法を検出するときに倍率を縮小する構成であっても
よい。例えば、ディスプレイ上の任意の位置への複数回の接触を検出するときに、倍率を
縮小してもよい。
【００８９】
　また、本実施形態では、変倍レンズ群１１ｚが第４の位置まで変位、すなわち倍率が最
大となる位置に変倍レンズ群１１ｚを移動した状態よりもさらに倍率を増加させる場合に
はデジタルズームを実行する構成であるが、光学ズーム調整およびデジタルズーム調整の
いずれか一方のみが実行される構成であってもよい。他方のズーム調整が従来のズームボ
タンなどの入力手段への入力であっても、一方のズーム調整を本実施形態に記載の方法に
基づいて実行することにより、迅速かつ正確なズーム調整が可能である。
【００９０】
　また、本実施形態では、光学ズーム調整からデジタルズーム調整に移行するときに、デ
ジタルズーム実行を通知するメッセージが表示される構成であるが、このようなメッセー
ジは表示されなくてもよい。
【００９１】
　また、本実施形態では、タッチパネルモニタ１５が用いられる構成であるが、接触位置
を検出可能な入力面を有するポインティングデバイスであって画像が表示されないタッチ
パネルであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の一実施形態を適用したズーム調整システムを有するデジタルカメラの内
部構成を概略的に示すブロック図である。
【図２】撮影待機状態においてリアルタイムの動画像を表示しているディスプレイの表示
面の正面図である。
【図３】変倍レンズの位置を第２の位置から第３の位置に変位させることにより図２にお
いて表示されている動画像を拡大して表示しているディスプレイの表示面の正面図である
。
【図４】変倍レンズの位置を第２の位置から第４の位置に変位させることにより図２にお
いて表示されている動画像を拡大して表示しているディスプレイの表示面の正面図である
。
【図５】変倍レンズの位置を第２の位置から第１の位置に変位させることにより図２にお
いて表示されている動画像を縮小して表示しているディスプレイの表示面の正面図である
。
【図６】ＣＰＵによって行なわれるズーム調整制御を説明するためのフローチャートであ
る。
【図７】第１の位置のズーム調整のサブルーチンを説明するためのフローチャートである
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。
【図８】第２の位置のズーム調整のサブルーチンを説明するためのフローチャートである
。
【図９】第３の位置のズーム調整のサブルーチンを説明するためのフローチャートである
。
【図１０】第４の位置のズーム調整のサブルーチンを説明するためのフローチャートであ
る。
【図１１】変位軌跡の描く円の大きさの検出のためにディスプレイにおいて定められる第
１、第２の円形領域の場所と大きさを説明するための図である。
【符号の説明】
【００９３】
　１０　デジタルカメラ
　１１ｚ　変倍レンズ群
　１２　撮像素子
　１４　ＣＰＵ
　１５　タッチパネルモニタ
　１５ｄ　ディスプレイ
　１６　光学系駆動回路
　１７　光学系駆動機構
　Ｃ１、Ｃ２　第１、第２の大きさの円
　ＣＡ１、ＣＡ２　第１、第２の円形領域

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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